
社会福祉法人みかたこぶしの里 

役員報酬　及び　費用弁償規程 

（趣　　旨） 
第 １ 条　この規程は、社会福祉法人みかたこぶしの里（以下「本法人」という。)の役員

及び評議員、評議員選任・解任委員と第三者サービス評価委員に対する報酬及び
費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（報酬の支給及び費用弁償） 
第 ２ 条　本法人の役員及び評議員の報酬等については、定款に基づき報酬の支給及び費

用弁償を行う。 

２　本法人の評議員選任・解任委員並びに第三者サービス評価委員については、別
表の費用弁償を行う。 

３　前項の報酬及び費用弁償の額は、本法人の運営状況により変更されることがあ
る。 

【　附　則　】 
１．この規程は、議決の日から施行し、平成元年９月１日から適用する。 
２．平成３年３月２５日一部改正し、平成３年４月１日から適用する。 
３．平成３年１２月３日一部改正し、平成３年１２月１日から適用する。 
４．平成６年２月１６日一部改正し、平成６年４月１日から適用する。 
５．平成７年４月２６日一部改正し、平成７年４月１日から適用する。 
６．平成８年５月２９日一部改正し、平成８年４月１日から適用する。 
７．平成１３年３月１９日一部改正し、平成１３年４月１日から適用する。 
８．平成２０年１月１８日一部改正し、平成２０年４月１日から適用する。 
９．平成２２年１月１８日一部改正し、平成２２年４月１日から適用する。 

１０．平成２５年２月２７日一部改正し、平成２５年４月１日から適用する。 
１１．平成２９年６月１９日の定時評議員会後に改正し、同日より適用する。 
【　別　表　】 

役員報酬及び費用弁償の額 

１．報　　酬 

理　事　長　　月額　　１１０，０００円 

２．費用弁償 

（１）本法人の役員が本法人の職務のために旅行したときは、社会福祉法人みかたこぶ
しの里職員等旅費規程の規定による額。 

（２）本法人の役員（理事長及び施設長を除く）が理事会及び評議員会等に出席した場
合また決算監査に従事した場合は、日額８，０００円（交通費実費相当額を含
む）。 

（３）本法人の評議員が評議員会に出席した場合は、日額６，０００円（交通費実費相
当額を含む）。 

（４）評議員選任・解任委員会並びに第三者サービス評価委員が関係する会議に従事し
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た場合は、日額５，０００円（交通費実費相当額を含む）支給する。 

（５）本法人の役員（理事長及び施設長を除く）及び評議員が、理事会・決算監査及び
評議員会以外の会議に従事した場合は、日額４，０００円（交通費実費相当額を含
む）。
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